
 

【適時開示体制の体系図】 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

グループコンプライアンス推進委員会 

広報・ＩＲ部門・情報開示担当取締役 

法務部門、総務部門、経理財務部門、戦略部門、サステナビリティ部門 各グループ子会社・関連会社 

＜情報収集＞ 

 
＜適時開示判定実施＞ 

広報・ＩＲ部門・情報開示担当取締役 その他関係者により、 

開示要否について協議・判定 

取締役会において適時開示の決議により、速やかに開示実行 

※迅速に開示すべき内容は、代表取締役社⾧の承認にて開示 

＜取締役会決議＞ 


